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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を取得する撮像部と、
　上記撮像部によって取得された画像を記録する記録部と、
　上記記録部に記録された画像を当該撮像装置の外部の表示機器に送信する画像送信部と
、
　上記撮像装置が上記表示機器と接続されている状態で、リモコンからの画像要求があっ
た場合に上記記録部に記録された画像の中で送信が許可された画像を上記画像送信部によ
って上記表示機器に送信し、上記撮像装置における撮影操作があった場合に上記撮像部で
取得された画像を上記表示機器において表示させるために上記画像送信部によって上記表
示機器に送信するように制御する制御部と、
　を具備することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　上記制御部は、上記撮影操作によって上記撮像部で取得された画像を上記送信が許可さ
れた画像に合成してから上記画像送信部により上記表示機器に送信することを特徴とする
請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　上記送信を許可された画像はサムネイル表示または、図表画像であることを特徴とする
請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
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　当該撮像装置の振動を検知する振動検知部をさらに具備し、
　上記制御部は、上記振動検知部により当該撮像装置の振動が検知されていない場合に、
上記記録部に記録された画像の中で送信が許可された画像のみを上記画像送信部によって
上記表示機器に送信するように制御すること特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　撮像装置と該撮像装置の外部の表示機器とを有する画像再生システムであって、
　上記撮像装置は、
　画像を取得する撮像部と、
　上記撮像部によって取得された画像を記録する記録部と、
　上記記録部に記録された画像を外部の表示機器に送信する画像送信部と、
　上記撮像装置が上記表示機器と接続されている状態で、リモコンからの画像要求があっ
た場合に上記記録部に記録された画像の中で送信が許可された画像を上記画像送信部によ
って上記表示機器に送信し、上記撮像装置における撮影操作があった場合に上記撮像部で
取得された画像を上記表示機器において表示させるために上記画像送信部によって上記表
示機器に送信するように制御する制御部と、
　を具備することを特徴とする画像再生システム。
【請求項６】
　撮像部によって画像を取得し、
　上記取得された画像を記録部に記録し、
　上記記録部に記録された画像を撮像装置の外部の表示機器に送信し、
　上記撮像装置が上記表示機器と接続されている状態で、リモコンからの画像要求があっ
た場合に上記記録部に記録された画像の中で送信が許可された画像を上記表示機器に送信
し、上記撮像装置における撮影操作があった場合に上記撮像部で取得された画像を上記表
示機器において表示させるために上記表示機器に送信することを特徴とする画像再生方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部の表示機器を用いて画像を再生する機能を有する撮像装置、画像再生シ
ステム及び画像再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のデジタルカメラ等の撮像装置においては、撮影により得られた画像をテレビジョ
ン受像機（以下、テレビと略記する）等の大画面の表示部を有する表示機器に転送可能な
機種が増えてきている。撮影により得られた画像をテレビに転送可能とすることにより、
撮像装置における撮影により得られた画像を大画面で且つ大勢で鑑賞することが可能であ
る。
【０００３】
　画像をテレビに表示させて鑑賞する際の利便性を考慮すると、テレビ画面上に表示され
た画像に対する各種の操作はリモートコントローラ（以下、リモコンと略記する）によっ
て行えるようにすることが望ましい。このような撮像装置によって転送された画像をテレ
ビに表示されている際の操作をリモコンで行えるようにした技術として、例えば特許文献
１の技術が提案されている。この特許文献１においては、テレビとデジタルカメラとがケ
ーブル接続された際に、テレビを操作するためのリモコンとしてデジタルカメラを利用で
きるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－３２４９７５号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１等の技術により、撮像装置において撮影された画像をテレビに表示させる際
の利便性が向上する。ここで、撮影画像をテレビに表示させる場合、撮像装置に記録され
ている撮影画像の中には、その撮像装置の所有者が他者に見せたくない画像もあると考え
られる。このような画像をリモコンで簡単に見られるようにしてしまうのは余り好ましい
こととは言えない。
【０００６】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、撮像装置の所有者が見せても良いと考
えている画像のみ外部の表示機器で表示可能とする撮像装置、画像再生システム及び画像
再生方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１の態様の撮像装置は、画像を取得する撮像
部と、上記撮像部によって取得された画像を記録する記録部と、上記記録部に記録された
画像を当該撮像装置の外部の表示機器に送信する画像送信部と、上記撮像装置が上記表示
機器と接続されている状態で、リモコンからの画像要求があった場合に上記記録部に記録
された画像の中で送信が許可された画像を上記画像送信部によって上記表示機器に送信し
、上記撮像装置における撮影操作があった場合に上記撮像部で取得された画像を上記表示
機器において表示させるために上記画像送信部によって上記表示機器に送信するように制
御する制御部とを具備することを特徴とする。
　上記の目的を達成するために、本発明の第２の態様の画像再生システムは、撮像装置と
該撮像装置の外部の表示機器とを有する画像再生システムであって、上記撮像装置は、画
像を取得する撮像部と、上記撮像部によって取得された画像を記録する記録部と、上記記
録部に記録された画像を外部の表示機器に送信する画像送信部と、上記撮像装置が上記表
示機器と接続されている状態で、リモコンからの画像要求があった場合に上記記録部に記
録された画像の中で送信が許可された画像を上記画像送信部によって上記表示機器に送信
し、上記撮像装置における撮影操作があった場合に上記撮像部で取得された画像を上記表
示機器において表示させるために上記画像送信部によって上記表示機器に送信するように
制御する制御部とを具備することを特徴とする。
　上記の目的を達成するために、本発明の第３の態様の画像再生方法は、撮像部によって
画像を取得し、上記取得された画像を記録部に記録し、上記記録部に記録された画像を撮
像装置の外部の表示機器に送信し、上記撮像装置が上記表示機器と接続されている状態で
、リモコンからの画像要求があった場合に上記記録部に記録された画像の中で送信が許可
された画像を上記表示機器に送信し、上記撮像装置における撮影操作があった場合に上記
撮像部で取得された画像を上記表示機器において表示させるために上記表示機器に送信す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、撮像装置の所有者が見せても良いと考えている画像のみ外部の表示機
器で表示可能とする撮像装置、画像再生システム及び画像再生方法を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る撮像装置の一例としてのデジタルカメラを有する画像
再生システムの構成を示す図である。
【図２】画像再生システムの使用時の様子を示す第１の図である。
【図３】画像再生システムの使用時の様子を示す第２の図である。
【図４】デジタルカメラ側のメインの動作を示すフローチャートの第１図である。
【図５】デジタルカメラの再生モード時における表示部の表示例を示す図である。
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【図６】デジタルカメラ側のメインの動作を示すフローチャートの第２図である。
【図７】顔画像の合成の例について示す図である。
【図８】デジタルカメラ側のメインの動作を示すフローチャートの第３図である。
【図９】リモコン操作表示画像の例について示す図である。
【図１０】外部再生終了処理について示すフローチャートである。
【図１１】確認画面の表示例について示す図である。
【図１２】テレビ側のメインの動作を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の一実施形態に係る変形例について示すフローチャートの第１図である
。
【図１４】撮影画像の表示例を示す図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係る変形例について示すフローチャートの第２図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。　
　図１は、本発明の一実施形態に係る撮像装置の一例としてのデジタルカメラを有する画
像再生システムの構成を示す図である。図１に示すように、本画像再生システムは、デジ
タルカメラ１００と、テレビジョン受像機２００と、が通信ケーブル３００を介して通信
自在に接続されて構成されている。
【００１１】
　本実施形態に係るデジタルカメラ１００は、撮像部１０１と、顔検出部１０２と、表示
部１０３と、集音部１０４と、記録部１０５と、時計部１０６と、制御部１０７と、操作
部１０８と、通信インタフェース部１０９と、振動検知部１１０とを有している。なお、
本実施形態におけるデジタルカメラ１００は動作モードとして、画像撮影をするための画
像撮影モードと、画像の再生をするための画像再生モードと、テレビ２００とデータ通信
を行うための通信モードを少なくとも有している。
【００１２】
　撮像部１０１は、図示しない被写体の像を集光するためのレンズや、レンズによって集
光された被写体の像を電気信号に変換する撮像素子等を有している。この撮像部１０１は
、被写体に対して撮像を実行して被写体の静止画像を取得する。また、撮像部１０１によ
る撮像を連続的に実行することで動画像も取得可能である。なお、以下の説明においては
、静止画像と動画像とを特に区別せずに単に画像と称する。
【００１３】
　顔検出部１０２は、撮像部１０１による撮像によって得られる画像中の被写体の顔を検
出する。顔検出部１０２によって検出された顔の情報は、例えば、撮像部１０１を構成す
るレンズのフォーカスを顔位置に合わせるような制御や、画像中の顔の露出を適正にする
制御に用いることができる。なお、顔検出部１０２における顔検出は、例えば、画像中の
顔の特徴量（目や鼻の形状や位置関係等）を検出することによって行う。また、本実施形
態における顔検出部１０２は顔の表情（特に笑顔）も検出可能になされている。
【００１４】
　表示部１０３は、撮像部１０１で取得された画像を表示する。この表示部１０３は、例
えばデジタルカメラ１００の背面に配された液晶ディスプレイである。この表示部１０３
には、タッチパネル１０３１が設けられている。タッチパネル１０３１は表示部１０３へ
のユーザの指等の接触を検出する。ユーザの指等が表示部１０３の画面に接触すると、タ
ッチパネル１０３１は接触位置を示す信号を制御部１０７に出力する。
【００１５】
　集音部１０４は、画像撮影時におけるデジタルカメラ１００の周囲の音声を取得し、取
得した音声信号を電気信号に変換する。
【００１６】
　記録部１０５は、撮像部１０１で取得された画像が記録される。この記録部１０５は、
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例えば、デジタルカメラ１００に対して着脱自在になされた半導体メモリカードである。
時計部１０６は、撮像部１０１において画像撮影がなされた日時を計時する。この時計部
１０６で計時された撮影日時は撮像部１０１で取得された画像に関連付けられて記録部１
０５に記録される。
【００１７】
　制御部１０７は、撮像部１０１の撮像動作の制御、表示部１０３の表示動作の制御、集
音部１０４の動作制御等を含む、デジタルカメラ１００内部の各ブロックの制御を行う。
この他、制御部１０７は、撮像部１０１で得られた画像に対する画像処理、集音部１０４
で得られた音声に対する音声処理等の各種データ処理も行う。ここで、本実施形態におけ
る制御部１０７は、合成部としての機能も有している。即ち、制御部１０７は記録部１０
５に記録された画像に、この画像を鑑賞しているユーザの画像を合成するとともに、ユー
ザの音声を記録部１０５に記録された画像に関連付ける処理も行う。さらに、制御部１０
７はトリミング部としての機能も有しており、撮像部１０１で得られた画像における顔部
の画像（顔画像）をトリミングして抽出することも行う。
【００１８】
　操作部１０８は、ユーザがデジタルカメラ１００の各種の操作を行うための操作部であ
る。操作部１０８の操作を識別して制御部１０７は、操作部１０８の操作に対応する処理
を実行する。なお、操作部１０８としては、例えばデジタルカメラ１００の動作モードを
設定するための操作部、デジタルカメラ１００による撮影の実行・終了を指示するための
操作部、各種の選択動作を行うための操作部等が含まれる。
【００１９】
　画像送信部としての機能を有する通信インタフェース部１０９は、デジタルカメラ１０
０がテレビジョン受像機（以下、テレビと略記する）２００との間でデータ通信を行うた
めのインタフェースである。本実施形態では、通信インタフェース部１０９としてＨＤＭ
Ｉ（High Definition Multimedia Interface）（登録商標）を用いる。しかしながら、通
信インタフェース部１０９は、画像の転送に適したインタフェースであれば特に限定され
るものではない。また、図１では有線インタフェースを示しているが、赤外線通信や電波
通信等に対応した無線インタフェースを用いるようにしても良い。
【００２０】
　振動検知部１１０は、例えば角速度センサから構成され、デジタルカメラ１００の振動
に応じた信号を制御部１０７に出力する。
【００２１】
　本実施形態の表示機器の一例としてのテレビ２００は、放送受信部２０１と、表示部２
０２と、ネットワーク通信部２０３と、情報重畳部２０４と、制御部２０５と、リモコン
信号受信部２０６と、通信インタフェース部２０７とを有している。
【００２２】
　放送受信部２０１は、図示しないテレビ局等からテレビジョン放送を受信するためのア
ンテナ等を含む。表示部２０２は、放送受信部２０１を介して受信されたテレビジョン放
送に基づく画像を表示する。また、本実施形態における表示部２０２は、デジタルカメラ
１００からデジタルデータとして転送されてくる画像を表示可能にもなされている。
【００２３】
　ネットワーク通信部２０３は、テレビ２００が図示しないサーバ等とインターネットを
介して通信するためのインタフェースである。情報重畳部２０４は、ネットワーク通信部
２０３を介して図示しないサーバ等から得られる各種データを表示部２０２に表示される
画像に重畳させる。
【００２４】
　制御部２０５は、表示部２０２の表示動作の制御や情報重畳部２０４の動作制御等を含
む、テレビ２００内部の各ブロックの制御を行う。リモコン信号受信部２０６は、テレビ
２００のリモートコントローラ（リモコン）４００からのリモコン信号を受信する。リモ
コン信号受信部２０６で受信されたリモコン信号を識別して制御部２０５は、リモコン４
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００の操作に対応した処理を実行する。
【００２５】
　通信インタフェース部２０７は、テレビ２００がデジタルカメラ１００との間でデータ
通信を行うためのインタフェースである。この通信インタフェース部２０７も例えばＨＤ
ＭＩである。
【００２６】
　図２、図３は、本実施形態に係る画像再生システムの使用時の様子を示す図である。図
２に示すように、デジタルカメラ１００は通信ケーブル３００を介してテレビ２００に接
続されている。このような状態において、ユーザ５００はテレビ２００の表示部２０２に
表示された画像２０２ａを見ることができる。また、ユーザ５００がリモコン４００を操
作することで、テレビ２００を遠隔操作することが可能である。
【００２７】
　ここで、図２に示すように、デジタルカメラ１００から通信ケーブル３００を介して転
送される画像２０２ａの再生中にデジタルカメラ１００の撮像部１０１によってユーザ５
００の顔の画像を取得し、ユーザ５００の顔の画像２０２ｂをデジタルカメラ１００から
転送される画像に合成してテレビ２００の表示部２０２に表示可能である。このような表
示を行うことにより、例えば図２のようにして２人のユーザ５００が画像２０２ａを鑑賞
している際にお互いの反応を表示部２０２上で確認でき、これによって画像２０２ａの鑑
賞の場を盛り上げることが可能である。このように、実際には再生される画像が前もって
編集されていなくても、その画像に単にその画像を見るだけでない楽しみが付与されるこ
ととなる。このように、本実施形態においては、テレビ２００の表示部２０２上にあたか
も編集された画像を見るのと同様の効果を持った画像が表示されることとなる。
【００２８】
　このような画像再生システムにおいて、デジタルカメラ１００に記録されている画像が
不用意にテレビ２００の表示部２０２に表示されてしまう場合が考えられる。一般に、デ
ジタルカメラ１００の表示部１０３に表示される画像はデジタルカメラ１００のごく近く
にいる限られた人しか見ることができないような大きさである。これに対し、テレビ２０
０の表示部２０２の画面は大きく、このような大画面の表示部２０２に画像を表示させて
しまうと、意図していない人にまで画像が見られてしまう可能性が高くなる。本実施形態
では、テレビ２００に送信する画像を選択するための画面を、図３に示すようにしてデジ
タルカメラ１００の表示部１０３に表示させ、この画面内で選択された画像のみがテレビ
２００の表示部２０２に表示されるようにする。また、デジタルカメラ１００における画
像の選択がなされるまでは、仮に、ユーザ５００ｂがリモコン４００を操作しても、デジ
タルカメラ１００から画像が転送されないようにする。
【００２９】
　このような処理を行うことにより、デジタルカメラ１００を所有しているユーザ５００
ａが表示部１０３の画面を見せなければ、ユーザ５００ｂはデジタルカメラ１００にどの
ような画像が記録されているかを知ることはできず、ユーザ５００ａのプライバシーが保
護される。
【００３０】
　以下、図２、図３で示したような画像再生システムの動作の詳細について説明する。　
　まず、デジタルカメラ１００側の動作について説明する。図４において、デジタルカメ
ラ１００の制御部１０７は、まず、デジタルカメラ１００の動作モードが画像撮影モード
であるか否かを判定する（ステップＳ１０１）。ステップＳ１０１の判定において、デジ
タルカメラ１００の動作モードが画像撮影モードである場合に、制御部１０７は撮像部１
０１を連続動作させて画像の取り込みを行い（ステップＳ１０２）、撮像部１０１の連続
動作によって得られるスルー画像をリアルタイムで表示部１０３に表示させるスルー画表
示を行う（ステップＳ１０３）。このスルー画表示により、ユーザは撮影開始のタイミン
グや構図等を決定することが可能である。表示部１０３への画像の表示後、制御部１０７
は、ユーザによる操作部１０８の操作によって画像の撮影開始の指示がなされたか否かを
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判定する（ステップＳ１０４）。ステップＳ１０４の判定において、画像の撮影開始の指
示がなされていない場合に、制御部１０７はステップＳ１０１の動作モードの判定を再び
行う。また、ステップＳ１０４の判定において、画像の撮影開始の指示がなされた場合に
、制御部１０７は、撮像部１０１を介して得られる画像と集音部１０４を介して得られる
音声との記録部１０５への記録を開始させる（ステップＳ１０５）。ここで、撮像部１０
１を介した画像の記録と集音部１０４を介した音声の記録とは互いに同期されるように同
時に行われるものとする。
【００３１】
　画像の撮影開始後、制御部１０７は、ユーザによる操作部１０８の操作によって画像の
撮影終了の指示がなされたか否かを判定する（ステップＳ１０６）。ステップＳ１０６の
判定において、画像の撮影終了の指示がなされていない場合には、処理がステップＳ１０
５に戻り、制御部１０７は画像の記録を継続する。また、ステップＳ１０６の判定におい
て、画像の撮影終了の指示がなされた場合に、制御部１０７は画像の記録を終了する。こ
の際、制御部１０７は、記録部１０５に記録された画像に時計部１０６で記録された撮影
日時を関連付けて記録する。画像の記録終了後、制御部１０７はステップＳ１０１以後の
処理を行う。
【００３２】
　図４のステップＳ１０５、Ｓ１０６の動作は動画撮影時の動作である。静止画撮影時の
動作については図示を省略しているが、静止画撮影時の場合には、ステップＳ１０５、Ｓ
１０６の処理を、撮像部１０１を１回（若しくは複数回）だけ動作させこれにより得られ
る１枚若しくは複数枚の静止画像を記録部１０５に記録する処理に置き換えれば良い。
【００３３】
　また、ステップＳ１０１の判定において、デジタルカメラ１００の動作モードが画像撮
影モードでない場合に、制御部１０７は、デジタルカメラ１００の動作モードが画像再生
モードであるか否かを判定する（ステップＳ１０７）。ステップＳ１０７の判定において
、デジタルカメラ１００の動作モードが画像再生モードである場合に、制御部１０７は、
記録部１０５に記録されている画像（動画像の場合には音声も関連付けられている）を示
すサムネイル画像を図５（ａ）に示すようにして表示部１０３に表示させる（ステップＳ
１０８）。なお、動画像の場合においてサムネイル画像として表示させる画像は各画像の
代表画像とする。この代表画像は、例えば最初のフレームの画像や、インデックスが付さ
れたフレームの画像である。なお、図５（ａ）のサムネイル画像の代わりに、図５（ｅ）
に示すような、撮影時刻や撮影画像の記録時間（動画像の場合）に従った図表を表示させ
るようにしても良い。この場合、ユーザが所定の時間帯表示にタッチすると、その時間帯
の部分１０３１ａが枠表示されて画像の選択が行われる。図５（ｅ）の表示は、記録部１
０５に記録されている画像の内容が直接的には分からないので、プライバシーの保護の観
点からは図５（ａ）の例よりも好ましいと考えられる。
【００３４】
　サムネイル画像の表示後、制御部１０７は、ユーザの操作部１０８の操作又はタッチパ
ネル１０３１の操作によって画像の選択がなされたか否かを判定する（ステップＳ１０９
）。
【００３５】
　ステップＳ１０９の判定において、画像の選択がなされていない場合に、制御部１０７
は、サムネイル画像の表示を継続する。また、ステップＳ１０９の判定において、画像の
選択がなされた場合に、制御部１０７は、図５（ｂ）に示すような、画像の再生先を選択
させる画面を表示部１０３に表示させる。図５（ｂ）の例では、「１．再生」が画像の再
生先がデジタルカメラ１００の表示部１０３であることを示しており、「２．ＴＶ」が画
像の再生先がテレビ２００の表示部２０２であることを示している。図５（ｂ）の画面の
表示後、制御部は、ユーザの操作部１０８の操作によって選択された画像の外部送信を許
可するか否かを判定する（ステップＳ１１０）。外部送信を許可するかの判定は、例えば
ユーザの操作部１０８の操作によって「２．ＴＶ」が選択されたかを判定することにより
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行う。ステップＳ１１０の判定において、選択された画像の外部送信を許可する場合に、
制御部１０７は選択された画像に外部送信が許可された旨を示す情報である送信許可情報
を付与する（ステップＳ１１１）。一方、ステップＳ１１０の判定において、選択された
画像の外部送信を許可しない場合に、制御部１０７はステップＳ１１１の処理をスキップ
する。
【００３６】
　ステップＳ１１０又はＳ１１１の後、制御部１０７は、ユーザの操作部１０８又はタッ
チパネル１０３１の操作によって、「１．再生」が指示されたか否かを判定する（ステッ
プＳ１１２）。ステップＳ１１２の判定において、「１．再生」が指示された場合に、制
御部１０７は、現在、ユーザによって選択されている画像を記録部１０５から読み出し読
み出した画像を、図５（ｃ）に示すようにして、表示部１０３に再生する（ステップＳ１
１３）。この際、図５（ｃ）に示すように画像が再生中であることを示すメッセージを表
示させるようにしても良い。
【００３７】
　画像の再生開始後、制御部１０７は、ユーザの操作部１０８の操作によって表示部１０
３に再生する画像の切り替えがなされたか否かを判定する（ステップＳ１１４）。ステッ
プＳ１１４の判定において、画像の切り替えがなされた場合に、制御部１０７は、画像の
再生を終了した後、再生する画像の切り替えを行う（ステップＳ１１５）。この切り替え
は、例えば、操作部１０８が操作される毎に再生中の画像に対して撮影日時が古い（また
は、新しい）画像に切り替えることで行う。画像の切り替え後、制御部１０７は切り替え
によって選択された画像に対してステップＳ１０９以後の処理を行う。
【００３８】
　また、ステップＳ１１４の判定において、画像の切り替えがなされていない場合に、制
御部１０７は、ユーザの操作部１０８の操作によって画像再生モードの終了が指示された
か否かを判定する（ステップＳ１１６）。ステップＳ１１６の判定において、画像再生モ
ードの終了が指示されていない場合に、制御部１０７はステップＳ１０９以後の処理を行
う。一方、ステップＳ１１６の判定において、画像再生モードの終了が指示された場合に
、制御部１０７はステップＳ１０１以後の処理を行う。
【００３９】
　また、ステップＳ１０７の判定において、デジタルカメラ１００の動作モードが画像再
生モードでない場合に、制御部１０７は、図６に示すフローチャートの処理を実行する。
この図６の処理は通信モードに対応した処理である。詳細は後述するが、通信モードにお
いては、テレビ２００の表示部２０２に画像が再生される。そして、デジタルカメラ１０
０は、ユーザによるリモコン４００の操作に応じてテレビ２００から入力される外部信号
に従って動作する。
【００４０】
　通信モード中において、制御部１０７は、通信インタフェース部１０９を介してテレビ
２００からの外部信号が受信されたか否かを判定することにより、デジタルカメラ１００
がテレビ２００に接続されたか否かを判定する（ステップＳ２０１）。ステップＳ２０１
の判定において、テレビ２００からの外部信号が受信されていない場合には、処理が図４
のステップＳ１０１に戻る。また、ステップＳ２０１の判定において、テレビ２００から
の外部信号が受信された場合に、制御部１０７は、図５（ａ）に示すサムネイル表示をテ
レビ２００の表示部２０２において行わせるべく、図５（ａ）に示すサムネイル画像をテ
レビ２００に送信する（ステップＳ２０２）。勿論、図５（ｅ）に示す図表をテレビ２０
０に送信するようにしても良い。
【００４１】
　ステップＳ２０２の後、制御部１０７は、受信された外部信号の識別を行う（ステップ
Ｓ２０３）。そして、制御部１０７は、外部信号が顔画像の合成命令を示す信号であるか
否かを判定する（ステップＳ２０４）。ステップＳ２０４の判定において、外部信号が顔
画像の合成命令を示す信号でない場合に、制御部１０７は、現在、撮像部１０１が動作中
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であれば、撮像部１０１の動作を停止させる（ステップＳ２０５）。詳細は後述するが、
通信モード中においては、撮像部１０１は顔画像の合成命令を示す信号が入力されている
間に動作するものである。撮像部１０１の動作を停止させた後、制御部１０７は、外部信
号が画像の選択命令を示す信号であるか否かを判定する（ステップＳ２０６）。ステップ
Ｓ２０６の判定において、外部信号が画像の選択命令を示す信号である場合に、制御部１
０７は、次に送信すべき画像をテレビ２００に送信する（ステップＳ２０７）。ここで、
本実施形態において図５（ａ）に示すサムネイル画像表示と図５（ｅ）に示す図表表示の
切り替えを行えるようにしても良い。この場合には、リモコン４００の操作に従って選択
命令がなされ、この選択命令に従ってサムネイル画像又は図表画像の何れかが指示される
。
【００４２】
　一方、ステップＳ２０６の判定において、外部信号が画像の選択命令を示す信号でない
場合に、制御部１０７は、例えば所定時間の経過後に外部再生終了処理を行う（ステップ
Ｓ２０８）。この外部再生終了処理については後述する。ステップＳ２０７又はステップ
Ｓ２０８における処理の終了後、制御部１０７は図４のステップＳ１０１以後の処理を行
う。
【００４３】
　また、ステップＳ２０４の判定において、外部信号が合成命令を示す信号である場合に
、制御部１０７は、画像の再生を一時停止した後、撮像部１０１を起動してユーザの画像
を取得する（ステップＳ２０９）。そして、制御部１０７は、撮像部１０１を介して得ら
れるユーザの画像における顔部を顔検出部１０２によって検出し、検出した顔画像をトリ
ミングしてテレビ２００の表示部２０２に再生中の画像の枠外に合成して表示できるよう
にし、例えば記録部１０５に後から、必要に応じて、ユーザの顔画像と現在再生中の画像
とを合成して保存できるように、顔画像を仮記録させる（ステップＳ２１０）。このよう
に、顔画像のみをトリミングすることにより、記録部１０５の記録容量を節約することが
可能である。また、合成する範囲を狭い範囲に限定することで、余計な背景等までもが写
ることがなく、ユーザの表情を見易くすることができる。この時、集音部１０４を起動さ
せ、音声を同時に取り込んで、必要に応じて声の変化がモニタできるようにして、後述の
ように、音声の変化で顔を、再生中の画像内に合成するタイミングを決めるようにしても
よい。もちろん、顔画像、音声の、どちらか一方を指定できるようにしてもよい。
【００４４】
　顔画像の再生画面外（または、再生中の画像の周辺部）への合成表示処理と仮記録後、
制御部１０７は、位置変更処理を行う（ステップＳ２１１）。位置変更処理は、図７（ａ
）や図７（ｂ）に示すようにして、テレビ２００の表示部２０２に再生表示されている画
像２０２ａの所定位置にユーザの顔画像２０２ｂを合成したり、合成されている顔画像２
０２ｂの位置を変更したりするための合成位置を決定するための処理である。この位置の
変更は、ユーザのリモコン４００の操作に従って入力される外部信号に従って行われる。
また、顔検出の結果等を利用しても良い。
【００４５】
　位置変更処理の後、制御部１０７は、画像が選択されたか、即ち外部信号として画像の
選択命令を示す信号が入力されたか否かを判定する（ステップＳ２１２）。ステップＳ２
１２の判定において、外部信号として画像の選択命令を示す信号が入力されていない場合
に、制御部１０７は、ステップＳ２０８の外部再生終了処理を行う。一方、ステップＳ２
１２の判定において、外部信号として画像の選択命令を示す信号が入力された場合に、制
御部１０７は、選択された画像中における位置変更処理において決定された位置に顔画像
２０２ｂを合成した後、この合成画像をテレビ２００に送信する（ステップＳ２１３）。
【００４６】
　このように、本実施形態においては、通信モード中においては、テレビ２００にサムネ
イル画像を送信するようにしてテレビ２００の画面上でも画像の選択を行えるようにして
いる。
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【００４７】
　ここで、再び図４の説明に戻る。図４のステップＳ１１０の判定において、「１．再生
」が指示されていない場合に図８以後の処理を行う。図８において、制御部１０７は、通
信インタフェース部１０９を介してテレビ２００からの外部信号が受信されたか否かを判
定することにより、デジタルカメラ１００がテレビ２００に接続されたか否かを判定する
（ステップＳ３０１）。ステップＳ３０１の判定において、テレビ２００からの外部信号
が受信されていない場合には、処理が図４のステップＳ１０１に戻る。また、ステップＳ
３０１の判定において、テレビ２００からの外部信号が受信された場合に、制御部１０７
は、記録部１０５に記録されている画像の中で送信許可情報を付与されている画像を、通
信インタフェース部１０９を介してテレビ２００に送信する（ステップＳ３０２）。この
ように、デジタルカメラ１００が画像再生モードのときにテレビ２００と通信可能となっ
た場合には、テレビ２００に送信する画像をユーザによって選択された画像のみとしてい
る。これにより、デジタルカメラ１００の所有者であるユーザが見せたい画像のみをテレ
ビ２００の表示部２０２に表示させることが可能である。
【００４８】
　画像の送信後、制御部１０７は、通信インタフェース部１０９を介してテレビ２００に
、リモコン操作表示画像を送信する（ステップＳ３０３）。リモコン操作表示画像とは、
図９（ａ）や図９（ｂ）に示すような、デジタルカメラ１００からの画像をテレビ２００
の表示部２０２に表示させている際の、リモコン４００の操作を案内するための表示画像
２０２ｃである。このようなリモコン操作表示画像２０２ｃを見ることにより、ユーザは
リモコン４００のどのボタンを操作すればどのような操作を行うことができるかを理解し
易い。
【００４９】
　ここで、図９（ａ）に示すリモコン操作表示画像２０２ｃは、代表画像の送信後にテレ
ビ２００の表示部２０２に表示される画像である。図９（ａ）に示すリモコン操作表示画
像２０２ｃがなされている際にリモコン４００の再生ボタンが押された場合には、テレビ
２００からデジタルカメラ１００に対して再生命令を示す信号が入力される。この場合、
デジタルカメラ１００の制御部１０７は、選択された画像をテレビ２００で再生すべく、
選択画像の送信を行う。一方、リモコン４００の撮像ボタンが押された場合には、テレビ
２００からデジタルカメラ１００に対して合成命令を示す信号が入力される。また、図９
（ｂ）に示すリモコン操作表示画像２０２ｃは、リモコン４００の撮像ボタンが押された
後にテレビ２００の表示部２０２に表示される画像である。図９（ｂ）に示すリモコン操
作表示画像２０２ｃがなされている際にリモコン４００の再生ボタンが押された場合には
、テレビ２００からデジタルカメラ１００に対して再生命令を示す信号が入力される。一
方、リモコン４００の位置変更ボタンが押された場合には、表示部２０２に表示されてい
る顔画像２０２ｂの位置が変更されるとともに、テレビ２００からデジタルカメラ１００
に対して顔画像２０２ｂの合成位置を変更する旨を示す信号が入力される。
【００５０】
　リモコン操作表示画像２０２ｃの送信後、制御部１０７は、デジタルカメラ１００の表
示部１０３の表示をオフする（ステップＳ３０４）。表示部１０３の表示をオフした後、
制御部１０７は、図１のステップＳ１０１以後の処理を行う。即ち、通信モードにおいて
はデジタルカメラ１００に記録されている画像がテレビ２００の表示部２０２に表示され
るため、ユーザがデジタルカメラ１００の表示部１０３を見ることはないと考えられる。
したがって、省エネルギー化を図るため、表示部１０３の表示をオフする。表示部１０３
の表示をオフした後、制御部１０７は、デジタルカメラ１００の動作モードを通信モード
に移行させる（ステップＳ３０５）。なお、表示部１０３の表示をオフさせずに図５（ｄ
）で示すような通信モード中であることを示す表示を行うようにしても良い。
【００５１】
　次に、外部再生終了処理について図１０、図１１を参照して説明する。図１０において
、制御部１０７は、再生が終了した画像に顔画像が合成されていたか否かを判定する（ス



(11) JP 5657223 B2 2015.1.21

10

20

30

40

50

テップＳ４０１）。ステップＳ４０１の判定において、顔画像が合成されていた場合に、
制御部１０７は、顔画像を合成した画像を記録部１０５に記録するか否かをユーザに確認
するための画面を表示させるための画像をテレビ２００に送信する（ステップＳ４０２）
。図１１はテレビ２００の表示部２０２に表示される確認画面の一例を示した図である。
図１１の例では、再生が終了した画像の代表画像２０２ａを表示部２０２に表示させると
ともに、この外部再生終了処理中におけるユーザのリモコン４００の操作を案内するため
のリモコン操作表示画像２０２ｃを表示させる。
【００５２】
　図１１に示すような確認画面を表示させるための画像の送信後、制御部１０７は、ユー
ザによるリモコン４００の操作により画像の保存が指示されたか否かを判定する（ステッ
プＳ４０３）。ステップＳ４０３の判定において、保存が指示された場合には再生が終了
した画像に、記録部１０５に記録しておいた顔画像を合成して記録部１０５に記録する（
ステップＳ４０４）。顔画像を合成した画像を再記録することにより、例えば皆で画像を
鑑賞したときの様子を他のメンバーも後から追体験することができる。例えば、運動会の
様子等をデジタルカメラ１００によって撮影した場合に、この運動会の様子を記録した画
像を、まず、親子で鑑賞し、そのときの画像を祖父母に送る等すれば、祖父母はあたかも
親子の団欒に参加したかのような体験を味わうことができる。前述のように、再生中の画
像内に顔画像の侵入の処理がない場合、顔画像が再生中の画像の画面外にあったり、図７
（ａ）のように周辺部にある場合は、合成履歴はないとする。図７（ｂ）のような顔画像
侵入シーンのみが合成履歴の対象となる。この場合、顔の大きさをリモコン４００で変更
できるようにしてもよい。また、顔をそのまま表示すると、自分の顔が見られるのが嫌な
人もいるので、アバター等の他の顔画像を代用して表示するようにしてもよい。
【００５３】
　このように、本実施形態においては、顔画像の合成履歴が記録されていく形であるので
、記録された顔画像を別の画像に置換えるのも簡単にできる。
【００５４】
　ステップＳ４０１において顔画像が合成されていない場合、ステップＳ４０３において
画像の保存が指示されていない場合、又はステップＳ４０４の後、制御部１０７は、ユー
ザによるリモコン４００の操作により通信モード時の画像の再生の終了が指示されたか否
かを判定する（ステップＳ４０５）。ステップＳ４０５の判定において、通信モード時の
画像の再生の終了が指示された場合に、制御部１０７は、デジタルカメラ１００の動作モ
ードを再生モードに変更する（ステップＳ４０６）。その後、ステップＳ１０１以後の処
理を行う。一方、ステップＳ４０５の判定において、通信モード時の画像の再生の終了が
指示されていない場合に、制御部１０７は、ユーザによるリモコン４００の操作によりリ
プレイが指示されたか否かを判定する（ステップＳ４０７）。ステップＳ４０７の判定に
おいて、リプレイが指示されていない場合に、制御部１０７は、ステップＳ４０５以後の
処理を行う。また、ステップＳ４０７の判定において、リプレイが指示された場合に、制
御部１０７は、図６のステップＳ２０１以後の処理を実行する。
【００５５】
　次に、テレビ２００側の動作について説明する。図１２において、テレビ２００の制御
部２０５は、通信インタフェース部２０７を介してデジタルカメラ１００からの外部信号
が受信されたか否かを判定することにより、テレビ２００がデジタルカメラ１００に接続
されたか否かを判定する（ステップＳ５０１）。ステップＳ５０１の判定において、デジ
タルカメラ１００からの外部信号が受信された場合に、制御部２０５は、デジタルカメラ
１００にテレビ２００の仕様を示す情報を送信する（ステップＳ５０２）。この操作の仕
様は主にリモコン４００の仕様に関する情報を送信する。このリモコン４００の仕様に関
する情報をデジタルカメラ１００に送信することにより、図９や図１１で示すようなリモ
コン操作の案内画面をデジタルカメラ１００において生成して表示することが可能となる
。
【００５６】
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　テレビ２００の仕様を示す情報を送信した後、制御部２０５はデジタルカメラ１００か
らの画像を待つ待機状態となる。そして、デジタルカメラ１００の接続後にデジタルカメ
ラ１００から画像が送信されてきた場合には、その画像を表示部２０２に表示させる（ス
テップＳ５０３）。次に、制御部２０５は、リモコン信号受信部２０６を介してリモコン
４００の操作信号が受信されたか否かを判定する（ステップＳ５０４）。ステップＳ５０
４の判定において、リモコン４００の操作信号が受信されていない場合に、制御部２０５
はステップＳ５０１以後の処理を再び行う。
【００５７】
　また、ステップＳ５０４の判定において、リモコン４００の操作信号が受信された場合
に、制御部２０５は、その受信された操作信号をデジタルカメラ１００に送信するための
変換処理を行う必要があるか否かを判定する（ステップＳ５０５）。例えば、リモコン４
００の操作信号が上述した選択命令（画像の選択がなされた場合）、再生命令（再生ボタ
ンが押された場合）、合成命令（撮像ボタンが押された場合）をデジタルカメラ１００に
指示するための信号であった場合にはリモコン信号を、デジタルカメラ１００が識別可能
な信号に変換する必要がある。ステップＳ５０５の判定はこの必要性を判定するためのも
のである。
【００５８】
　ステップＳ５０５の判定において、変換が必要である場合に、制御部２０５は、リモコ
ン信号をデジタルカメラ１００の仕様に応じた信号に変換した後、変換により得られた信
号をデジタルカメラ１００の外部信号として、通信インタフェース部２０７を介して送信
する（ステップＳ５０６）。一方、ステップＳ５０５の判定において、変換が必要でない
、即ちリモコン４００の操作信号がテレビ２００自体を操作するための信号（例えば音量
調節等）の場合に、制御部２０５はその操作信号の内容に応じた処理を行う（ステップＳ
５０７）。
【００５９】
　また、ステップＳ５０１の判定において、デジタルカメラ１００からの外部信号が受信
されていない場合に、制御部２０５は、通常のテレビ動作を実行する（ステップＳ５０８
）。例えば、制御部２０５は、放送受信部２０１を介して受信されたテレビジョン放送に
基づく映像を表示部２０２に表示させる制御等を行う。
【００６０】
　ステップＳ５０７又はステップＳ５０８の後、制御部２０５は、ユーザのリモコン４０
０の操作等によってテレビ２００の電源がオフされたか否かを判定する（ステップＳ５０
９）。ステップＳ５０９の判定において、電源がオフされていない場合に、制御部２０５
はステップＳ５０１以後の処理を再び行う。また、ステップＳ５０９の判定において、電
源がオフされた場合に、制御部２０５は図１２の処理を終了させる。
【００６１】
　以上説明したように、本実施形態によれば、デジタルカメラ１００が再生モードである
状態から通信モードに移行する場合には、ユーザによって送信許可情報が付与された画像
のみをテレビ２００に送信して表示可能としている。これにより、デジタルカメラ１００
の所有者が見せたくない画像がテレビ２００の表示部２０２に大画面表示されるようなこ
とがない。これに対し、デジタルカメラ１００が再生モードでない状態で通信モードに移
行した場合にはサムネイル画像（又は図表画像）をテレビ２００に送信して表示可能とし
ている。これにより、テレビ２００の表示部２０２上で画像の選択を行うことが可能であ
る。このように、状況に応じて画像の送信の形態を変えることにより、プライバシーの保
護と利便性の両方を考慮した画像の送信を行うことが可能である。
【００６２】
　ここで、上述した実施形態では、デジタルカメラ１００が再生モードである状態から通
信モードに移行する場合には、ユーザによって送信許可情報が付与された画像のみをテレ
ビ２００に送信するようにしている。しかしながら、本実施形態において、デジタルカメ
ラ１００が再生モードである状態から通信モードに移行する時点で表示部１０３に表示さ
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れている画像をテレビ２００に送信するようにしても良い。
【００６３】
　以下、本実施形態の別の変形例について説明する。図１３は、図６に代わる通信モード
への移行処理を示した図である。
【００６４】
　図１３において、制御部１０７は、通信インタフェース部１０９を介してテレビ２００
からの外部信号が受信されたか否かを判定することにより、デジタルカメラ１００がテレ
ビ２００に接続されたか否かを判定する（ステップＳ７０１）。ステップＳ７０１の判定
において、テレビ２００からの外部信号が受信されていない場合には、処理が図４のステ
ップＳ１０１に戻る。また、ステップＳ７０１の判定において、テレビ２００からの外部
信号が受信された場合に、制御部１０７は、送信許可情報が付与された画像をテレビ２０
０に送信済みであるか否かを判定する（ステップＳ７０２）。ステップＳ７０２の判定に
おいて、送信許可情報が付与された画像をテレビ２００に送信済みである場合に、制御部
は撮像部１０１及び表示部１０３の電源をオフさせる（ステップＳ７０３）。これは省エ
ネルギー化のための処理である。
【００６５】
　また、ステップ７０２の判定において、送信許可情報が付与された画像をテレビ２００
に送信済みでない場合に、制御部１０７は、撮影画像を送信済みであるか否かを判定する
（ステップＳ７０４）。この撮影画像は、ユーザが送信を許可する画像を選択する間にテ
レビ２００に表示させるための画像である。この撮影画像の詳細については後述する。
【００６６】
　ステップＳ７０４の判定において、撮影画像を送信済みでない場合に、撮影画像の撮影
を行うべく、制御部１０７は、撮像部１０１を起動させ、撮像部１０１を介して得られる
スルー画像をテレビ２００に送信する（ステップＳ７０５）。これにより、テレビ２００
の表示部２０２にはデジタルカメラ１００の撮像部１０１で得られるスルー画像が表示さ
れる。
【００６７】
　テレビ２００にスルー画像を送信した後、制御部１０７は、ユーザによる操作部１０８
の操作によって画像の撮影開始の指示がなされたか否かを判定する（ステップＳ７０６）
。ステップＳ７０６の判定において、画像の撮影開始の指示がなされた場合に、制御部１
０７は、撮像部１０１による静止画撮影を実行する（ステップＳ７０７）。そして、静止
画撮影の実行後、制御部１０７は、撮影により得られた静止画像を撮影画像として記録部
１０５に記憶させる（ステップＳ７０８）。その後、制御部１０７は、撮影画像をテレビ
２００に送信する（ステップＳ７０９）。そして、制御部１０７は、撮像部１０１を起動
させて得られるスルー画像を表示部１０３に表示させるスルー画表示を行う（ステップＳ
７１０）。
【００６８】
　ステップＳ７０９の処理により、図１４（ａ）に示すようにして、テレビ２００の表示
部２０２に、デジタルカメラ１００で撮影された画像が表示されることになる。この撮影
画像はユーザが自身で決定したタイミングで撮影される画像であり、ユーザが見せても良
いと考えられる画像である。このような撮影画像が表示されている間に、ユーザがテレビ
２００に送信しても良い画像を選択するようにすれば、他のユーザが退屈したりする可能
性を低減させることが可能である。
【００６９】
　また、ステップＳ７０４の判定において、撮影画像を送信済みである場合に、制御部１
０７は、例えばユーザの操作がなされた場合等、必要に応じて撮影画像の加工を行う（ス
テップＳ７１１）。その後、制御部１０７は、撮影画像をテレビ２００に送信する（ステ
ップＳ７１２）。このようにして撮影画像の加工を可能とすることにより、図１４（ａ）
の撮影画像を加工して例えば図１４（ｂ）のような画像をテレビ２００の表示部２０２に
表示させることが可能である。なお、図１４（ｂ）の撮影画像は図１４（ａ）の画像を立
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体的に組み合わせて得られる画像を所定の背景画像に合成して得られる画像である。この
合成位置や加工画像の視点位置等を逐次変更するようにすれば、図１４（ｃ）のようにし
て撮影画像に動きを伴わせるようにすることも可能である。
【００７０】
　ステップＳ７０３の後、又はステップＳ７０６の判定において撮影開始の指示がなされ
ていない場合に、制御部１０７は、入力された外部信号の識別を行う（ステップＳ７１３
）。そして、制御部１０７は、外部信号が画像要求を示す信号（例えば再生命令）である
か否かを判定する（ステップＳ７１４）。ステップＳ７１４の判定において、外部信号が
画像要求を示す信号である場合に、制御部１０７は、記録部１０５に記録されている画像
の中に、送信許可情報を付与された画像があるか否かを判定する（ステップＳ７１５）。
ステップＳ７１５の判定において、送信許可情報を付与された画像がある場合に、制御部
１０７はその送信許可情報を付与された画像をテレビ２００に送信する（ステップＳ７１
６）。また、送信許可情報を付与された画像が複数ある場合には、送信許可情報が付与さ
れた画像からなるサムネイル画像をテレビ２００に送信する。このような処理を行うこと
により、テレビ２００の表示部２０２に、デジタルカメラ１００のユーザが送信を許可し
た画像のみを表示させることができ、デジタルカメラ１００のプライバシーが保護される
。
【００７１】
　ステップＳ７１４の判定において識別信号が画像要求でない場合、又はステップＳ７１
５の判定において送信許可情報を付与された画像がない場合に、制御部１０７は、識別信
号が選択画像の再生制御に関する信号（画像再生、早送り、逆戻し等）であるか否かを判
定する（ステップＳ７１７）。ステップＳ７１７の判定において、識別信号が選択画像の
再生制御に関する信号でない場合に、制御部１０７は、ステップＳ７０１以後の処理を行
う。一方、ステップＳ７１７の判定において、識別信号が選択画像の再生制御に関する信
号である場合に、制御部１０７は、その指示の内容に対応した画像をテレビ２００に送信
する（ステップＳ７１８）。例えば、画像再生が指示された場合に、制御部１０７は、リ
モコン４００によって選択された画像を送信する。また、早送りが指示された場合に、制
御部１０７は、１回前に送信した画像よりも撮影日時が１つ後の画像を送信する。また、
逆戻しが指示された場合に、制御部１０７は、１回前に送信した画像よりも撮影日時が１
つ前の画像を送信する。
【００７２】
　以上説明したような図１３の処理を行うことで、デジタルカメラ１００のユーザのプラ
イバシーを保護することができるとともに、デジタルカメラ１００のユーザがデジタルカ
メラ１００を操作してテレビ２００に送信する画像を選択している際に、撮影画像を表示
させることでテレビ２００を見ているユーザが退屈したりする可能性も低減させることが
可能である。
【００７３】
　次に、本実施形態の別の変形例について説明する。この変形例は、テレビ２００の画面
サイズが小さい場合にはテレビ２００への画像の送信を行えるようにする例である。この
変形例の処理を図１５のフローチャートに示す。図１５は、図４のステップＳ１１０の判
定において、「１．再生」が指示されていない場合に行われる図８の処理に代わるもので
ある。図１５において、制御部１０７は、通信インタフェース部１０９を介して、外部信
号が受信されたか否かを判定する（ステップＳ８０１）。ステップＳ８０１の判定におい
て、外部信号が受信されていない場合に、制御部１０７は、図４のステップＳ１０１以後
の処理を行う。一方、ステップＳ８０１の判定において、外部信号が受信された場合に、
制御部１０７は、テレビ２００から送信されてくるテレビ２００の仕様情報から、テレビ
２００の表示部２０２の画面サイズが所定値（例えば２０型相当）以下か否かを判定する
（ステップＳ８０２）。ステップＳ８０２の判定において、表示部２０２の画面サイズが
所定値以下の場合に、制御部１０７は図８のステップＳ３０２以後と同様の処理を行う。
即ち、テレビ２００に送信許可情報を付与された画像を送信してテレビ２００の表示部２
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０２に表示させる。その後、リモコン操作表示画像を送信する。リモコン操作表示画像の
送信後、省エネルギー化のため、デジタルカメラ１００の表示部１０３の表示をオフし、
デジタルカメラ１００の動作モードを通信モードに移行させる。
【００７４】
　また、ステップＳ８０２の判定において、テレビ２００の表示部２０２の画面サイズが
所定値を超えている場合に、制御部１０７は振動検知部１１０の出力から、デジタルカメ
ラ１００に振動が発生していないか否かを判定する（ステップＳ８０３）。ステップＳ８
０３の判定において、デジタルカメラ１００に振動が発生していない場合には、デジタル
カメラ１００のユーザがデジタルカメラ１００を把持しておらず、デジタルカメラ１００
を操作する意思がないと考える。この場合には、テレビ２００の表示部２０２にデジタル
カメラ１００の記録部１０５に記録された画像を表示させる。このために、制御部１０７
は図８のステップＳ３０２以後と同様の処理を行う。また、ステップＳ８０３の判定にお
いて、デジタルカメラ１００に振動が発生している場合には、ユーザがデジタルカメラ１
００を把持しており、テレビ２００に送信する画像の選択を行う意思があると考える。し
たがって、この場合に、制御部１０７は、図１３のステップＳ７０１以後の処理を行う。
【００７５】
　このような変形例においても、状況に応じて画像の送信の形態を変えることにより、プ
ライバシーの保護と利便性の両方を考慮した画像の送信を行うことが可能である。
【００７６】
　以上実施形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に限定される
ものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形や応用が可能なことは勿論である。
【００７７】
　さらに、上記した実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構
成要件の適当な組合せにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全
構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、上述したような課題を解決でき、上述
したような効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成も発明として抽出さ
れ得る。
【符号の説明】
【００７８】
　１００…デジタルカメラ、１０１…撮像部、１０２…顔検出部、１０３…表示部、１０
４…集音部、１０５…記録部、１０６…時計部、１０７…制御部、１０８…操作部、１０
９…通信インタフェース部、１１０…振動検知部、２００…テレビジョン受像機（テレビ
）、２０１…放送受信部、２０２…表示部、２０３…ネットワーク通信部、２０４…情報
重畳部、２０５…制御部、２０６…リモコン信号受信部、２０７…通信インタフェース部
、３００…通信ケーブル、４００…リモートコントローラ（リモコン）
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